
流域治水について

（１）近年の激甚災害

〇平成27年9月の関東・東北豪雨、平成29年7月九州北部豪雨、
平成30年7月豪雨、平成30年台風21号、令和元年東日本台風、
令和2年7月豪雨、令和3年8月の大雨
以上のように、近年、毎年のように激甚な災害が発生している。

（２）流域治水プロジェクトの策定・推進について

○「地域の取組方針」を踏まえて各流域ごとに重点的に実施する
様々な治水対策と実施主体の見える化や対策のロードマップ
など住民に分かりやすく示すために「流域治水プロジェクト」
を策定し取り組んでいく。

２．今後の取り組みについて
■流域治水の主な取組

(1）氾濫をできるだけ防ぐための対策
・雨水貯留浸透施設の整備、ため池等の治水活用
・利水ダム等において貯留水を事前に放流し洪水調節に活用
・土地利用と一体となった遊水機能の向上
・河床掘削、引堤、砂防堰堤、雨水排水施設等の整備
・「粘り強い堤防」を目指した堤防強化等

(2)被害対象を減少させるための対策
・土地利用規制、誘導、移転促進
・ニ線堤の整備、自然堤防の保全

(3)被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水害リスク情報の空白地帯解消
・長期予測の技術開発
・工場や建築物の浸水対策、BCPの策定
・不動産取引時の水害リスク情報提供
・官民連携によるTEC－FORCEの体制強化
・排水門等の整備、排水強化

「流域治水」の考え方

出典：気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申

１．治水対策の転換について

（２）流域治水ヘの転換

○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域の
あらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換を推進することが令和２年６月に国より
打ち出された。

（１）泉南地域の防災・減災に係る取組方針の継続について

○これまでの「泉南地域の防災・減災に係る取組方針」の
現取組の効果検証を踏まえるとともに流域治水の考え方を
踏まえ新たな取組方針を策定して取り組んでいく。

〇各施策の検討・推進には、現協議会の組織以外の部局にも
及ぶことから、協議会の組織構成の見直しをおこなう。







以上、国土交通省資料より抜粋


